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令和３年第４回西知多医療厚生組合議会定例会会議録 
 

１ 招集年月日 令和３年（２０２１年）１１月１６日 午後１時３０分 

２ 招 集 場 所 西知多医療厚生組合議場 

３ 応 招 議 員（１３人） 

１番  田 中 雅 章         ８番  藤 井 貴 範 

２番  川 﨑  一         ９番  伊 藤 清一郎 

３番  佐 藤 友 昭        １１番  林  正 則  

４番  加 藤 菊 信        １２番  大 村  聡  

５番  冨 田 博 巳        １３番  夏 目   豊 

６番  今 瀬 和 弘        １４番  勝 崎 泰 生 

７番  石 丸 喜 久 雄         

４ 不応招議員 なし 

５ 開閉の日時 

開会 令和３年（２０２１年）１１月１６日 午後１時３０分 

閉会 令和３年（２０２１年）１１月１６日 午後３時２０分 
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第１日  （１１月１６日） 

 

１ 出席議員（１３人） 

１番  田 中 雅 章         ８番  藤 井 貴 範 

２番  川 﨑  一         ９番  伊 藤 清一郎 

３番  佐 藤 友 昭        １１番  林  正 則  

４番  加 藤 菊 信        １２番  大 村  聡  

５番  冨 田 博 巳        １３番  夏 目   豊 

６番  今 瀬 和 弘        １４番  勝 崎 泰 生 

７番  石 丸 喜 久 雄         

２ 欠席議員 なし 

３ 地方自治法第２９２条において準用する同法第１２１条の規定により説明のため

出席した者の職氏名 

管 理 者  花 田 勝 重   副 管 理 者  宮 島 壽 男 

副 管 理 者  星 川   功   副 管 理 者  立 川 泰 造 

代 表 監 査 委 員  小 幡 勇 次   会 計 管 理 者  小 林 きよみ 

[総務部] 

総 務 部 長  春日谷 真 史   総 務 課 長 兼  佐々木 美喜子 

                   衛生センター所長 

建 設 課 長  平 松 康 弘 

[公立西知多総合病院] 

院 長  吉 原   基   病 院 事 務 局 長  後 藤 輝 夫 

病院事務局次長  許 斐 正 啓   病院事務局次長兼  坪 井 信 治 

                   医 事 課 長 

管 理 課 長  永 井 智 仁   管 理 課 課 長 兼  澤 田 和 典 

                   経 営 戦 略 室 長 

管理課課長兼  和 田 真 貴   医事課課長兼  小 林 智 里 

人事管理室長            健診センター課長 

医療情報課課長兼  杉 山 誠 一 

診療情報管理室長 
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[看護専門学校] 

看護専門学校長  竹 内 晴 子   庶 務 課 長  中 田 昭 夫 

４ オブザーバーとして出席した者の職氏名 

[東海市] 

健 康 福 祉 監  小 島 久 和   清掃センター所長  小笠原 尚 一 

[知多市] 

健 康 文 化 部 長  森 下   剛   環境経済部長  勝 崎 哲 治 

５ 本会議に職務のため出席した職員の職氏名 

事 務 局 長  竹 内   忍   書 記  保 科 達 郎 

書 記  岡   由里子 

６ 議事日程 

日 程 議案番号 件              名 

１  会議録署名議員の指名 

２  会期の決定について 

３  諸般の報告について 

４ １６ 
西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の一部改正

について 

５ １７ 
旧知多市営海浜プール解体工事請負契約について 

６ １８ 
令和３年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計補正

予算（第２号） 

７ １９ 
令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計補正予算（第２号） 

８ 認定１ 
令和２年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

９ 認定２ 
令和２年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
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１０ 認定３ 
令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

１１ 認定４ 
令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

１２ 認定５ 
令和２年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

１３ 認定６ 
令和２年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定について 

１４ 
委員会提 

出議案１ 
西知多医療厚生組合議会会議規則の一部改正について 

 

７ 会議に付した事件 

議事日程に同じである。 
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（１１月１６日 午後１時３０分 開会） 

議長（勝崎泰生） 

本日は、御多忙の中、御参集いただき、大変、御苦労さまでございます。 

 第２回及び第３回の臨時会にて「新型コロナウイルス感染対策」として出席者を

制限しました。今回初めて出席する理事者には自己紹介をしていただきます。お手

元の名簿の氏名欄の後ろに印がついていますので御確認願います。 

それでは名簿の順番に従いまして小幡勇次代表監査委員から自己紹介をお願いし

ます。 

理事者側（代表監査委員、会計管理者） 

 組合職員（病院、看護専門学校） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。現在の出席議員は１３人でございます。定足数に達し

ており、会議は成立いたします。 

ただいまから、令和３年第４回西知多医療厚生組合議会定例会を開会いたします。 

会議に先立ち、管理者から挨拶をいただきます。 

管理者（花田勝重） 

議長のお許しを得ましたので、開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

本日は、令和３年第４回西知多医療厚生組合議会定例会の開会をお願いいたしま

したところ、御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

本日、御提案いたしておりますのは、「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関

する条例の一部改正について」はじめ１０件の議案でございます。 

何とぞ、十分な御審議をいただき、御議決を賜りますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

議長（勝崎泰生） 

  ありがとうございました。それでは、これより会議に入ります。 

本日の議事日程につきましては、配付いたしました議事日程表のとおり進めたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                 

議長（勝崎泰生） 



６ 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第

７３条の規定により、４番加藤菊信議員、１１番林正則議員を指名いたします。 

                                 

議長（勝崎泰生） 

日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。今回の定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  御異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしました。 

                                 

議長（勝崎泰生） 

日程第３「諸般の報告について」を議題といたします。 

初めに、１１月１１日付で中平猛議員が知多市議会議員を辞職したことに伴い、

組合議員に欠員が発生していますので報告します。 

次に、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定

により、監査委員から議長のもとに、令和３年８月分の例月出納検査結果報告及び

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による資金不足比

率についての報告が提出されましたが、お手元にお配りしたとおりでございますの

で、これをもって報告に代えさせていただきます。   

                               

議長（勝崎泰生） 

  日程第４、議案第１６号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の

一部改正について」を議題といたします。提出者から提案理由の説明を願います。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

ただいま上程されました、議案第１６号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について」につきまして、御説明申し上げます。 

提案理由といたしましては、産科医療補償制度掛金の改定に伴い、改正を行うも

のでございます。 

なお、議案の詳細につきましては、医事課長から御説明申し上げます。 

医事課長（坪井信治） 
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  議案第１６号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の一部改正に

ついて」の内容につきましては、３枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明

申し上げます。 

公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度に係る１分娩当た

りの掛金が、令和４年１月以降に出生した児より、１万６，０００円から１万２，

０００円に改定されますが、この額は、医療機関が決定するものではないこと。ま

た、出生日を基準として金額区分が異なりますが、分娩を控えている妊婦さんに対

しては、出産予定日を考慮して、数カ月前より産科医療補償制度及び掛金の説明を

行う必要があることから、金額の明記に替えて、分娩料に係る備考１の記載内容に

ついて１児につき１万６，０００円から公益財団法人日本医療機能評価機構が定め

る産科医療補償制度掛金相当額に改めるものでございます。 

附則第１項は施行期日で、この条例は、令和４年１月１日から施行するものでご

ざいます。 

説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（勝崎泰生） 

これより質疑に入ります。 

７番（石丸喜久雄） 

  ２点、お伺いします。 

１点目が、産科医療補償制度における掛金が、１児につき１万６，０００円から

１万２，０００円に変更された理由はどのようか、２点目が、改正後の条例では、

金額を明示せず掛金相当額とした理由はどのようかお伺いいたします。 

議長（勝崎泰生） 

答弁をお願いします。 

医事課長（坪井信治） 

  産科医療補償制度における掛金が、１児につき１万６，０００円から１万２，０

００円に変更された理由についてでございますが、先ほどの提案理由で申し上げま

したとおり、日本医療機能評価機構が定める１分娩当たりの掛金が、令和４年１月

以降に出生した児より１万６，０００円から１万２，０００円に改定されるものに

伴うものでございます。 

  改正後の条例では、金額を明示せず掛金相当額とした理由についてでございます



８ 

が、この額は医療機関が決定するものではないと、また出生日を基準として金額区

分が異なるため、分娩を控えている妊婦さんに対しては出産予定日を考慮して、数

カ月前より制度及び掛金の説明を行う必要があることから、それぞれの出産予定日

に合わせた金額を説明するため、金額の明示に替えて日本医療機能評価機構が定め

る産科医療補償制度掛金相当額に改めるものでございます。 

議長（勝崎泰生） 

よろしいですか。 

７番（石丸喜久雄） 

  はい。 

議長（勝崎泰生） 

ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

討論を終結いたします。これより採決をいたします。 

議案第１６号「西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の一部改正に

ついて」、原案に賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（勝崎泰生） 

続きまして、日程第５、議案第１７号「旧知多市営海浜プール解体工事請負契約

について」を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を願います。 

総務部長（春日谷真史） 



９ 

ただいま上程されました、議案第１７号「旧知多市営海浜プール解体工事請負契

約について」につきまして、御説明申し上げます。 

提案理由といたしましては、旧知多市営海浜プール解体工事請負契約を締結する

ため、西知多医療厚生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

なお、詳細につきましては、建設課長から御説明申し上げます。 

建設課長（平松康弘） 

  議案第１７号「旧知多市営海浜プール解体工事請負契約について」御説明申し上

げます。 

工事名は、旧知多市営海浜プール解体工事で、工事場所は、知多市緑町地内でご

ざいます。契約金額は、税込み２億６，４００万円で、契約の相手方は、東海市大

田町松崎３３１番地１、株式会社中村土木建設でございます。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（勝崎泰生） 

  これより質疑に入ります。 

７番（石丸喜久雄） 

  １点、お伺いします。 

西知多医療厚生組合のホームページで公開されている指名競争入札調書によりま

すと、落札額が税抜きですが２億４，０００万円、入札の最高額が３億５００万円

となっておりますが、予定価格及び落札率はどのようであったかお伺いします。 

建設課長（平松康弘） 

御質問の予定価格及び落札率についてでございますが、予定価格は、税込み３億

３，５７２万円、入札書比較価格は、税抜き３億５２０万円で、落札率は７８．６％

です。 

以上でございます。 

９番（伊藤清一郎） 

１点、お伺いさせていただきます。 

具体的なアスベストの飛散防止措置をどのようにするのか、また、周辺には多く

のスポーツ施設があり利用者も多くみえますが、その方たちへの周知はするのかお

伺いいたします。 
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建設課長（平松康弘） 

御質問のアスベストの飛散防止措置及び周知についてでございますが、飛散防止

措置につきましては、調査結果を踏まえて大気汚染防止法、労働安全衛生法等の規

定に基づき、含有建材の形状及び材質に応じて原形のまま取り外す方法、薬剤等に

より湿潤化しながら除去を行う方法、吸引しながら除去を行う方法など、適切な飛

散防止措置を講じた除去方法により処理を行います。 

周知につきましては、大気汚染防止法等の規定に基づき、作業実施の届出等を行

うとともに、調査結果の概要、石綿除去方法の方法等を記載した建築物の解体等の

作業に関するお知らせを掲示し、周辺の施設利用者等へ周知を図ってまいります。 

以上でございます。 

１３番（夏目豊） 

解体工事では、建物基礎部分も全て撤去され、健康増進施設の施設整備に影響が

ないかお尋ねをいたします。 

建設課長（平松康弘） 

御質問の解体工事の健康増進施設整備の影響についてでございますが、解体工事

では、管理棟等の建築物、円形プール等の工作物、フェンス、植栽等も含め全て撤

去することとしており、建物の基礎部分も撤去する予定でございます。また、健康

増進施設整備・運営事業の要求水準書では、既存施設の図面等を踏まえ基礎の設計

等を行うこととしていることから、施設の整備に影響はないと考えております。 

以上でございます。 

１３番（夏目豊） 

ありがとうございます。 

議長（勝崎泰生） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

  討論を終結いたします。 

これより採決をいたします。 

議案第１７号「旧知多市営海浜プール解体工事請負契約について」、原案に賛成
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の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（勝崎泰生） 

  日程第６、議案第１８号「令和３年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別

会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を願います。 

総務部長（春日谷真史） 

ただいま上程されました、議案第１８号「令和３年度西知多医療厚生組合健康増

進施設事業特別会計補正予算（第２号）」につきまして、御説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

今回の補正予算につきましては、債務負担行為を追加するものでございます。 

なお、詳細につきましては、建設課長から御説明申し上げます。 

建設課長（平松康弘） 

議案第１８号「令和３年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計補正予

算（第２号）」の詳細につきましては、２ページをお願いいたします。 

第１表、債務負担行為補正の「健康増進施設整備・運営事業建設工事等監視支援

業務委託料」は令和３年度から３年にまたがる契約をするため、限度額３，４６２

万８，０００円を設定するものでございます。事業者が健康増進施設整備・運営事

業建設工事等を契約関係書類に従って実施していることを確認するために、組合が

行う監視業務の支援を委託するもので、今年度中に契約する予定でございます。 

４ページの債務負担行為に関する調書につきましては、説明を省略させていただ

き、以上で説明を終わります。 

よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（勝崎泰生） 

これより質疑に入ります。 

９番（伊藤清一郎） 
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１点、質問させていただきます。 

健康増進施設整備・運営事業建設工事等監視支援業務委託の内容についてお伺い

します。 

建設課長（平松康弘） 

御質問の「監視支援業務の内容について」でございますが、健康増進施設整備・

運営事業では、基本計画においてＰＦＩ法に基づくＢＴＯ方式を選定しており、事

業者が施設の設計、建設工事、工事監理を実施することから、要求水準書等の契約

関係書類に従って業務を実施していることを監視する必要があります。 

建設工事等監視支援業務の内容としましては、要求水準の設計図書への反映状況

の確認等の組合が行う監視業務に対する支援を委託するものです。 

以上でございます。 

９番（伊藤清一郎） 

ありがとうございます。 

議長（勝崎泰生） 

ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

  ないようですので、これをもって質疑を終結いします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

  討論を終結いたします。これより採決いたします。 

  議案第１８号「令和３年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計補正予

算（第２号）」について、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（勝崎泰生） 
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  続きまして、日程第７、議案第１９号「令和３年度西知多医療厚生組合病院事業

会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を願います。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

ただいま上程されました、議案第１９号「令和３年度西知多医療厚生組合病院事

業会計補正予算（第２号）」について、御説明申し上げます。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症に関する検査費用が、当初の見込みよ

り大幅に増加したため行うものでございます。 

第２条は業務の予定量で、（２）年間患者数の外来患者数の既決予定量１７万７，

３８６人に、補正予定量９，１９６人を増やして１８万６，５８２人とし、（３）

一日平均患者数の外来患者数の既決予定量７３３人に、補正予定量３８人を増やし

て７７１人とするものです。 

第３条は収益的収入及び支出で、収入では第 1 款病院事業収益、第 1 項医業収益

１０９億９，１２０万円に、補正予定額１億２，０３５万円を増額して１１１億１，

１５５万円とし、第２項医業外収益２９億３，２１３万円に、補正予定額１，３５

５万円を増額して２９億４，５６８万円とするものです。 

支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用１３７億３，０５２万円に、補

正予定額８，６２８万円を増額して１３８億１，６８０万円とするものでございま

す。 

第４条は、棚卸資産購入限度額で、予算第１０条中２８億１，６３６万円を２８

億４，７５１万円に改めるものでございます。 

詳細につきましては、管理課長から御説明申し上げます。 

管理課長（永井智仁） 

令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計補正予算（第２号）の補足説明をさ

せていただきます。 

６ページをお願いします。令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計補正予定

額明細書でございますが、収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款病院

事業収益、第１項医業収益、２目１節外来収益を１億２，０３５万円増額し２９億

８，１５８万円とするもので、その内容は、発熱者外来等を受診された方などのう

ち、ＰＣＲ検査や抗原検査をした方の診療費でございます。また、第２項医業外収
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益、８目２節その他医業外収益を１，３５５万円増額し８，９３８万円とするもの

で、その内容は、東海市の事業として保育士や高齢者施設の職員に対するＰＣＲ検

査を１件２万２，０００円で契約したものでございます。 

支出の第１款病院事業費用、第１項医業費用、２目材料費、８節薬品費に、院内

で行うＰＣＲ検査や抗原検査の試薬２，８３１万円を増額し１５億２，３９９万円

とするもの、３目経費、２６節委託料に、半田市医師会の健康管理センターに委託

して実施するＰＣＲ検査の臨床検査委託料５，７９７万円を増額し２０億８，６０

１万円とするものでございます。 

以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

議長（勝崎泰生） 

  これより質疑に入ります。 

７番（石丸喜久雄） 

１点、お伺いします。 

第２条の業務の予定量において、外来患者数が増加した診療科及びその理由をど

のように分析しているかお伺いします。 

管理課長（永井智仁） 

御質問の外来患者数が増加した診療科についてですが、来院者のうち発熱症状が

ありコロナが疑われる方はプレハブの発熱者外来で診察を受けることになり、これ

らの方は呼吸器内科でのカウントとなります。また、救急外来で受診される方は、

担当した医師が診療科を振り分けることになります。このほか、予定入院をされる

方につきましては、入院前にコロナの検査を受けることになっており、これらの方

は入院する診療科でのカウントとなります。 

次に、増加した理由についてですが、これらのスクリーニング検査は早期発見・

早期治療のため、またコロナの院内発生を防止するためにも欠かすことのできない

検査であると認識しており、このため外来患者数の増加につながったものと考えて

おります。 

以上でございます。 

議長（勝崎泰生） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（勝崎泰生） 

  ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

  討論を終結いたします。これより採決をいたします。 

 議案第１９号「令和３年度西知多医療厚生組合病院事業会計補正予算（第２号）」

について、原案に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（勝崎泰生） 

  続きまして、日程第８、認定第１号「令和２年度西知多医療厚生組合一般会計歳

入歳出決算認定について」から、日程第１３、認定第６号「令和２年度西知多医療

厚生組合病院事業会計決算認定について」までの６議案を一括議題といたします。 

議事日程の順序に従い、提出者から提案理由の説明を願います。 

総務部長（春日谷真史） 

ただいま上程されました、認定第１号「令和２年度西知多医療厚生組合一般会計

歳入歳出決算認定について」、認定第２号「令和２年度西知多医療厚生組合し尿処

理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、認定第３号「令和２年度西知多医療

厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、認定第４号「令和２

年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入歳出決算認定について」及

び認定第５号「令和２年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出

決算認定について」は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第

３項の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 

初めに、認定第１号「令和２年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定

について」御説明申し上げます。 

一般会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 
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歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額２８億６，７４７万２，６４５

円、歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額２８億５，８５８万２，２８

５円で、３ページ下の歳入歳出差引残額は８８９万３６０円でございます。 

詳細につきましては、総務課長より御説明申し上げます。 

総務課長（佐々木美喜子） 

令和２年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算の補足説明につきましては、

事項別明細書により御説明いたします。 

歳入から御説明いたします。６ページ及び７ページをお願いいたします。 

１款分担金及び負担金の１項１目１節負担金は、予算現額２８億４，２８５万３，

０００円に対しまして、収入済額は予算と同額の２８億４，２８５万３，０００円

でございます。 

内訳といたしましては、組合規約第１１条の規定による負担割合に基づき算出し

た額として、備考に記載の６会計分の合計で構成市別では、東海市から１７億３，

８４５万８，５７９円を、知多市から１１億４３９万４，４２１円を負担していた

だいたものでございます。 

２款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額２，０００万円に対し、収入済額

は２，３７４万９，２２７円でございます。 

３款諸収入は、予算現額９４万９，０００円に対し、収入済額は８７万４１８円

でございます。 

８ページ及び９ページをお願いいたします。 

以上、表の１番下、歳入合計は予算現額２８億６，３８０万２，０００円に対し

まして、収入済額は２８億６，７４７万２，６４５円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

１０ページ及び１１ページをお願いします。 

１款議会費の１項１目議会費は、支出済額６４万５，４８２円、執行率は８２．

３％でございます。 

１節報酬の５４万５，９９３円は、組合議員１４人分の報酬でございます。 

１２節委託料の７万５，０２０円は、組合議会本会議の会議録作成に係る委託料

で時間単価で契約しており、２年度中に開催された定例議会２回分でございます。 

２款総務費の１項１目一般管理費は、支出済額２８億５，７９３万６，８０３円
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で、執行率は９９．９％でございます。 

１節報酬の２５万９，７２５円は、監査委員、情報公開・個人情報保護審査会委

員及び行政不服審査会委員の報酬でございます。 

不用額の主な理由は、育児休業又は休職職員の代替分として予算計上しました会

計年度任用職員報酬について、２年度は病院事業以外の職員に育児休業・休職職員

がいなかったため、未執行となったことによるものでございます。 

２節給料２，４４８万２，４００円、３節職員手当等１，９７１万６，８１７円

は、総務部総務担当職員６人分の給与支給額でございます。 

１２ページ及び１３ページをお願いいたします。 

４節共済費の８６５万８，７４９円は、市町村職員共済組合負担金及び地方公務

員災害補償基金負担金でございます。 

１２節委託料の８７７万１，９５２円は、事務事業委託料として、公平委員会事

務委託料をはじめ６件、施設維持管理委託料として、管理棟清掃委託料をはじめ６

件の委託事業の費用でございます。 

不用額の主な理由は、施設維持管理委託料の４つ目、場内整備作業委託料につい

て、雨天等による作業日数の減により、当初予算額２６４万３，０００円から２３

４万５，１０２円の執行となったこと、またその２つ下、樹木剪定委託料について、

敷地沿いの道路の通行に支障となる樹木の剪定委託のため２者から見積徴収を行っ

たところ、予算額４２万円に対して落札額が３０万６，９００円の執行となったこ

となどによるものです。 

１５節原材料費の４万３，３４０円は、テニスコート用のアンツーカ及びグラウ

ンドゴルフ場整備用の砂等の購入費用でございます。今年度は、砂の単価が昨年度

より増額となったため不足額が生じ、流用して執行したものでございます。 

１７節備品購入費の７９万９，７００円は、当初予算で計上いたしました簡易印

刷機１台のほか、建設課において使用している事務用プリンター１台に不具合が生

じ、修理不能のため更新する必要があり、流用して執行したものでございます。 

１４ページ及び１５ページをお願いいたします。 

２７節繰出金の２７億９，０１７万３，０００円は、東海・知多両市から収入し

た、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事業特別会計、健康増進施設事業特別会計、

看護専門学校事業特別会計及び病院事業会計分の負担金をそれぞれの会計に振り替
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えたものでございます。 

３款公債費、４款予備費につきましては、支出はございませんでした。 

以上、歳出合計といたしましては、予算現額２８億６，３８０万２，０００円に

対しまして、支出済額は２８億５，８５８万２，２８５円、執行率９９．８％で、

５２１万９，７１５円の不用額となったものでございます。 

１６ページは「実質収支に関する調書」、１８ページ、１９ページは「財産に関

する調書」を掲載しておりますが、説明につきましては省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

総務部長（春日谷真史） 

認定第２号「令和２年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算

認定について」御説明申し上げます。 

し尿処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額２億６，１９６万８，６４６円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額２億１，１６５万６，７１９円、

３ページ下の歳入歳出差引残額は、５，０３１万１，９２７円でございます。 

詳細につきましては、衛生センター所長より御説明申し上げます。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

令和２年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明に

つきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

歳入から御説明いたします。 

６ページ、７ページをお願いいたします。 

１款使用料及び手数料の１項１目１節事業総務使用料は、収入済額９，０００円

で、中電の電柱、支線及びＮＴＴの支線の敷地内占用に係る土地の使用料でござい

ます。 

２款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに２億３，７４６

万７，０００円で、し尿処理事業に係る東海市、知多市の負担金を一般会計から振

り替えたものでございます。 

３款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額１，９００万円に対しまして、収

入済額２，４４６万９，３５５円でございます。 

４款諸収入の１項１目１節雑入は、収入済額２万３，２９１円で、これは再任用
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職員の雇用保険被保険者負担金でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額２億５，６４８万９，０００円に対しまして、収入

済額２億６，１９６万８，６４６円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

８ページ、９ページをお願いいたします。 

１款衛生費の１項１目事業総務費は、支出済額２，６６３万１，０１０円、執行

率９８.０％でございます。 

２節給料１，３１３万４，０００円、３節職員手当等８３１万５，５８１円は、

衛生センター職員４人分の給与支給額でございます。 

４節共済費の４５５万７，２２９円は、市町村共済組合負担金や健康保険、厚生

年金の事業主負担分の法定福利費等でございます。 

１０節需用費の３２万１，３５１円は、技術員の作業着のほか、事務用品等の購

入に充てているもので、軽トラックのドライブレコーダーの購入により消耗品費が

増となったことと、法定点検時に軽トラックのタイヤの摩耗が確認され交換が必要

となったことによる修繕料の増により、流用して執行したものでございます。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

１項２目し尿処理費は、支出済額１億８，５０２万５，７０９円、翌年度繰越額

１２６万５，０００円、執行率８１．９％でございます。 

１０節需用費の３，６３２万８，８０３円は、施設設備運転用の消耗品、光熱水

費等でございます。 

１２節委託料の４，８５７万６，２３２円は、水質検査委託料はじめ１５件の委

託料で、不用額は入札等の結果による請負残でございます。 

１４節工事請負費の９，７０４万２，０００円は、定期修繕工事３件と計画修繕

工事１８件及びその他修繕工事１件の工事費で、不用額は、それぞれの修繕工事に

おける請負残でございます。                                                                    

翌年度繰越額の繰越明許費１２６万５，０００円は、処理水の放流先変更につい

て関係団体への説明に時間を要したことから放流口移設工事費用の全額を繰越した

ものでございます。 

２款公債費は、支出はございませんでした。 

１２ページ、１３ページをお願いいたします。 
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３款予備費につきましても、支出はございませんでした。 

以上、歳出合計といたしまして、予算現額２億５，６４８万９，０００円に対し

まして、支出済額は２億１，１６５万６，７１９円、翌年度繰越額１２６万５，０

００円、執行率８２．９％で、４，３５６万７，２８１円の不用額となったもので

ございます。 

１４ページには、「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明につき

ましては省略させていただきます。 

以上でございます。 

総務部長（春日谷真史） 

認定第３号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算

認定について」御説明申し上げます。 

ごみ処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額２億５，４７７万４，５８５円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額９，１１６万４，１３３円で、３

ページ下の歳入歳出差引残額は１億６，３６１万４５２円でございます。 

詳細につきましては、建設課長より御説明申し上げます。 

建設課長（平松康弘） 

令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明に

つきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

歳入から御説明いたします。６ページ及び７ページをお願いいたします。 

１款国庫支出金の１項１目１節ごみ処理事業費国庫補助金は、予算現額２２９万

３，０００円に対しまして、収入済額は２３３万３，０００円で、ごみ処理施設整

備・運営事業者選定アドバイザリー業務に対する循環型社会形成推進交付金でござ

います。 

２款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに２億４，３１６

万６，０００円で、ごみ処理事業に係る東海市、知多市の負担金として一般会計か

ら振り替えたものでございます。 

３款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額７８６万５，０００円に対しまし

て、収入済額は９２７万３，１０２円でございます。 

４款諸収入の 1 項１目１節雑入は、予算現額０円に対しまして、収入済額は２，
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４８３円で、地方公務員災害補償基金負担金の返還金でございます。 

以上、歳入合計は予算現額２億５，３３２万４，０００円に対しまして、収入済

額は２億５，４７７万４，５８５円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

８ページ及び９ページをお願いいたします。 

１款衛生費の１項１目事業総務費は、支出済額１，８３６万９，４５４円、執行

率８３．５％でございます。 

２節給料７８６万７，２００円、３節職員手当等６０４万２，９４２円は、建設

課担当職員２名の給与支給額でございます。 

４節共済費の２８３万２，２４５円は、市町村職員共済組合負担金及び地方公務

員災害補償金負担金でございます。 

８節旅費は、職員の事例発表会の参加等のための費用ですが、新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴い、中止となったため支出はありませんでした。 

１１節役務費は、通信運搬費として、説明会等の案内送付のために切手等の購入

に使用する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中止となった

ため支出はありませんでした。 

１２節委託料の９８万３，３０１円は、地下水モニタリング調査業務、クモ類環

境保全措置業務等を委託したものでございます。 

２目ごみ処理施設建設費につきましては、支出済額７，２７９万４，６７９円、

翌年度繰越額１億５，６２２万５，０００円、執行率９８．３％でございます。 

２節給料７６７万６，４００円、３節職員手当等６９４万９，８０９円は、建設

課担当職員２名の給与支給額でございます。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

４節共済費の２７２万７，９６０円は、市町村職員共済組合負担金及び地方公務

員災害補償基金負担金でございます。 

８節旅費は、関連団体等との協議・調整、材料検査等にかかる費用ですが、新型

コロナウイルス感染症の影響に伴い、中止又は延期となったため支出はありません

でした。 

１２節委託料の７５２万８，６６０円は、主なものとして、ごみ処理施設整備・

運営事業者選定アドバイザリー業務として契約書等の必要な資料の作成や、落札者
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との協議支援に関する業務を委託したものでございます。 

１３節使用料及び賃借料は、関連団体等との協議・調整のための有料道路通行料

及び説明会の会場使用料に係る費用ですが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴

い、中止となったため支出はありませんでした。 

１８節負担金、補助及び交付金の４，７８９万３，４４７円は、主なものとして、

知多市清掃センター管理棟等機能補償負担金は、機能補償の対象として知多市が実

施する知多市リサイクルプラザ改修工事にかかる費用を、両市で締結した、知多市

清掃センター管理棟等の機能補償の協議書で定められた費用として、組合が知多市

に支出した負担金です。 

なお、翌年度繰越額の繰越明許費１億５，６２２万５，０００円につきましては、

知多市リサイクルプラザ改修工事が年度内に完了できなかったことにより、残額を

繰り越したものでございます。 

２款１項１目予備費につきましては、支出はございませんでした。 

以上、歳出合計といたしまして、予算現額２億５，３３２万４，０００円に対し

まして、支出済額は９，１１６万４，１３３円、翌年度繰越額１億５，６２２万５，

０００円、執行率９３．９％で、５９３万４，８６７円の不用額となったものでご

ざいます。 

１２ページは、「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明について

は省略させていただきます。 

以上でございます。 

総務部長（春日谷真史） 

認定第４号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入歳出

決算認定について」御説明申し上げます。 

健康増進施設事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額３，７７５万２，２３１円、歳

出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額２，６９９万２，３３８円で、３ペ

ージ下の歳入歳出差引残額は１，０７５万９，８９３円でございます。 

詳細につきましては、建設課長より御説明申し上げます。 

建設課長（平松康弘） 

令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入歳出決算の補足説
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明につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

歳入から御説明いたします。 

６ページ、７ページをお願いいたします。 

１款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額共に１，５１４万２，

０００円で、健康増進施設事業に係る東海市、知多市の負担金として、一般会計か

ら振り替えたものでございます。 

２款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額１，７６９万１，０００円に対し

まして、収入済額は２，２６１万２３１円でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額３，２８３万３，０００円に対しまして、収入済額

３，７７５万２，２３１円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

８ページ及び９ページをお願いいたします。 

１款衛生費、１項１目事業総務費は、支出済額２，６９９万２，３３８円で、執

行率８４．８％でございます。 

１節報酬の４万５，０００円は、健康増進施設整備・運営事業者選定審査会の委

員報酬で、３年２月に行った第１回選定審査会に必要な費用を７節から流用して支

出いたしました。 

２節給料６５９万７，６００円、３節職員手当等６３１万２，２９７円は、建設

課担当職員２名の給与支出額でございます。 

４節共済費の２４２万３，８０７円は、市町村職員共済組合負担金及び地方公務

員災害補償基金負担金でございます。 

７節報償費の４万５，０００円は、健康増進施設整備基本計画の策定に当たり、

学識経験者から専門的な視点でアドバイスをいただき、その報償として支出したも

のです。 

８節旅費の９，３４５円は、健康増進施設整備・運営事業者選定審査委員、基本

計画策定アドバイザーの旅費の費用弁償などに支出したものです。 

１１節役務費の１万２，０００円は、通信運搬費として、郵送用の切手購入費を

支出したものです。 

１２節委託料の１，１１２万１，３３０円は、主なものとして健康増進施設整備

基本計画作成等業務を委託したものでございます。 
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２款予備費、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

１項１目予備費につきましては、支出はありませんでした。 

以上、歳出合計は、予算現額３，２８３万３，０００円に対し、支出済額は２，

６９９万２，３３８円、執行率８２．２％で、５８４万６６２円の不用額となった

ものでございます。 

１２ページは、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明については省

略させていただきます。 

以上でございます。 

看護専門学校長（竹内晴子） 

認定第５号「令和２年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出

決算認定について」御説明申し上げます。 

看護専門学校事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額１億６，１１４万４７５円、歳

出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額１億４，７９４万２，４７８円でご

ざいまして、３ページ下の歳入歳出差引残額は１，３１９万７，９９７円でござい

ます。 

詳細につきましては、庶務課長より御説明申し上げます。 

庶務課長（中田昭夫） 

「令和２年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出決算につい

て」、事項別明細書にて御説明いたします。 

歳入からお願いいたします。 

６ページ、７ページをお願いします。 

１款使用料及び手数料、１項１目１節の看護専門学校使用料は、予算現額１，６

３８万６，０００円に対しまして、収入済額は１，５８６万１，４００円でござい

ます。 

主なものは看護専門学校授業料１，５８５万５，４００円で、これは１カ月の授

業料１万５，０００円の学生９１人分の授業料でございます。 

次に、２項手数料、１目１節の看護専門学校手数料は、予算現額３４０万４，０

００円に対しまして、収入済額は４２２万２，０００円でございます。 

主なものは、看護専門学校受験料１０６万円及び看護専門学校入学金２９６万円
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でございます。 

３款繰入金、１項１目１節の繰入金は、当初予算額１億２，４３９万８，０００

円に対しまして、収入済額は同額の１億２，４３９万８，０００円でございます。 

４款繰越金、８ページ、９ページをお願いいたします。 

１項１目１節の繰越金は、当初予算額１，３００万円に対しまして、収入済額は

１，６０７万５，８１６円でございます。 

５款諸収入、１項１目１節の雑入は、当初予算額３万６，０００円に対しまして、

新型コロナウイルス感染症対策助成金２０万円の補正により２３万６，０００円で、

収入済額は２３万４，６１１円となりました。 

以上、歳入合計は、予算現額１億５，７７７万２，０００円に対し、調定額、収

入済額共に１億６，１１４万４７５円でございます。 

続きまして、歳出をお願いします。１０ページ、１１ページをお願いします。 

１款看護学校費、１項１目事業総務費は、予算現額１億３，４０７万９，０００

円に対しまして、支出済額１億３，１６０万５，５３７円で、執行率９８．２％で

ございます。 

１節報酬は、事務の会計年度任用職員２人分の報酬でございます。 

２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、学校長をはじめ常勤職員１４人の人

件費でございます。 

４節共済費は共済組合負担金に不足が生じたため、２節の給料から２０万７，２

２４円流用しました。 

１０節需用費は、内訳としまして、消耗品費は文具、印刷機用消耗品、事務・施

設管理用消耗品等の購入、燃料費は庁用車及び教員の私有自動車のガソリン代、光

熱水費は学校施設の空調代等、修繕料は施設・庁用車車検時の修理代、備品修繕な

どに支払ったものでございます。 

１２節委託料につきましては、職員健康診断等委託料をはじめ１３件の委託料で

ございます。このうち主なものは清掃委託料で、年６回の定期清掃を実施しており

ます。また、建物設備点検委託は、月２回の定期点検に加え、空調機・給湯・給水

槽等の点検を実施しております。 

１２ページ、１３ページをお願いします。 

１３節使用料及び賃借料につきましては、電子複写機借上料をはじめ７件で、こ
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のうちパソコン借上料は学生の教育用パソコン等の借上料でございます。 

１７節備品購入費につきましては、応接室の空調機、視聴覚室の音響機器などを

更新したものでございます。 

２６節公課費は、公用車２台分の車検に伴う自動車重量税でございます。 

２目看護専門学校費につきましては、予算現額２，３１９万３，０００円に対し

まして、支出済額１，６３３万６，９４１円、執行率７０．４％でございます。 

１節報酬は、実習施設先で学生に対してアドバイスや指導を行う会計年度任用職

員に対するものでございます。 

１２節委託料のうち、講師等委託料は公立西知多総合病院の医師が当校で講師を

していただいた場合に、病院に支払った講師料です。実習委託料は、学生が各施設

で実習した場合、１日当たりの単価を決めて実習した日数分の支払いをしたもので

ございます。なお、昨年度２月に学生と教職員のＰＣＲ検査を行ったため、委託料

が不足し流用をいたしました。 

１４ページ、１５ページをお願いします。 

１３節使用料及び賃借料につきましては、新型コロナウイルスの影響でオンライ

ン授業が増えたため、自動車借上料が減り執行残が多くなりました。 

１７節備品購入費につきましては、書籍、ＤＶＤのほか、教材備品として注射判

定機、血圧測定トレーナー、オンライン授業で使用するノートパソコン等を購入し

たものでございます。 

１８節負担金、補助及び交付金につきましては、年会費、教員養成講習参加負担

金及び研修の負担金を支出したものでございます。 

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、学生には６月に在宅遠隔授業支援給

付金として、１人１万円で９０万円を給付し、その後、日本学生支援機構からの新

型コロナウイルス感染症対策助成金２０万円を受けて、１２月に新型コロナウイル

ス感染症対策給付金として１人２，３００円で２０万４，７００円の支援を行いま

した。 

２款予備費につきましては、支出はありませんでした。 

以上、歳出合計は、予算現額１億５，７７７万２，０００円に対し、支出済額は

１億４，７９４万２，４７８円で、執行率９３．８％で、９８２万９，５２２円の

不用額となりました。 
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１６ページ、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきましては

省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

認定第６号「令和２年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定について」は、

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定をお願いするものでござ

います。 

それでは、認定第６号「令和２年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定に

ついて」につきまして、御説明申し上げます。  

４ページをお願いします。この決算報告書は消費税込みで表示しており、備考欄

に消費税額を表示しております。 

（１）収益的収入及び支出でございますが、収入の第１款病院事業収益は、決算

額１５１億３，９０１万１，５３１円で、予算額に比べ、９億５，５４５万１，５

３１円の増となりました。 

次に、支出の第１款病院事業費用は、決算額１３７億２，１２３万８，１４７円

で、不用額は４億９，８０３万３，８５３円となりました。 

６ページをお願いします。 

（２）資本的収入及び支出ですが、収入の第１款資本的収入は、決算額６億１，

９３１万４，３９４円で、予算額に比べ２，１４９万５，６０６円の減となりまし

た。 

次に、支出の第１款資本的支出は、決算額１０億２，５３７万７２７円、不用額

は２，５３３万９，２７３円となりました。 

なお、詳細につきましては、管理課長から御説明申し上げます。 

管理課長（永井智仁） 

令和２年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定の補足説明をさせていただ

きます。 

９ページをお願いします。財務諸表でございます。 

まず、１１ページは損益計算書で令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

の期間における病院の財務状況を明らかにするものでございます。 

１ 医業収益の合計は１１１億４，７４４万２，３４９円、２ 医業費用の合計
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は１３１億４，２６８万６，１３８円で、この差額の医業損失は、右側１９億９，

５２４万３，７８９円でございます。 

３ 医業外収益の合計は３６億３，７７０万３，７１４円、４ 医業外費用の合

計は４億５，０３２万３，０９３円で、この差額は３１億８，７３８万６２１円の

プラスとなり、先ほどの医業損失と合算した経常利益は１１億９，２１３万６，８

３２円でございます。 

５ 特別利益の合計は２億７，４６２万８，２７４円、６ 特別損失の合計は６，

４５１万２，０５４円で、この差額は２億１，０１１万６，２２０円のプラスとな

り、先ほどの経常利益と合算した当年度純利益は１４億２２５万３，０５２円でご

ざいます。 

前年度繰越欠損金が５５億７，１０８万１，３９４円ですので、先ほどの当年度

純利益を合算した当年度未処理欠損金は、４１億６，８８２万８，３４２円となり

ます。 

１２ページの剰余金計算書をお願いいたします。 

この計算書は、１５ページの貸借対照表の資本の部の剰余金の詳細となっており

ます。 

１２ページに戻っていただき、下の表、欠損金処理計算書（案）につきましては、

一番右の列、未処理欠損金４１億６，８８２万８，３４２円を繰越欠損金として処

理しようとするものでございます。 

１４ページの貸借対照表をお願いします。 

令和３年３月３１日現在の病院事業における財産の状況を明らかにするものでご

ざいます。 

初めに、資産の部でございます。 

１ 固定資産の合計は、このページの右側１３８億１，５８５万７，２９５円、

２ 流動資産の合計は、その下３１億５，２０１万４，４９５円で、一番下、資産

合計は１６９億６，７８７万１，７９０円でございます。 

続きまして、１５ページは負債の部で、３ 固定負債の合計は、右側１３５億２，

７４１万４，４８０円、４ 流動負債の合計は、その下１９億４，０４６万８，０

０４円、５ 繰延収益の合計は、その下１１億９，６１３万４，０７９円で、負債

合計は１６６億６，４０１万６，５６３円でございます。 
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その下、資本の部でございますが、６ 資本金の合計は、４３億９，４２０万３，

９４２円、７ 剰余金の合計は、その下、マイナス４０億９，０３４万８，７１５

円で、その下、資本合計は３億３８５万５，２２７円となり、その下、負債資本合

計は１６９億６，７８７万１，７９０円で、１４ページの一番下、資産合計と一致

するものでございます。 

１６ページから１８ページまでにつきましては、注記といたしまして、ローマ数

字のⅠ「重要な会計方針」など、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を

この注記の記載のとおり作成しているものでございます。  

続きまして、１９ページからは事業報告書でございます。 

２０ページをお願いいたします。 

初めに、１ 概況の（１）総括事項でございますが、令和２年度の病院事業は、

患者サービス及び職員満足度の向上、質の高い医療の提供、地域医療への貢献を運

営目標とし、医療機能及び経営基盤の強化に取り組んでまいりました。 

また、新型コロナウイルス感染症により、当院もその影響を受けましたが、地域

の中核病院としての使命を果たすため、対応に努めてまいりました。 

ア 患者の状況ですが、入院延べ患者数１２万８９３人、１日平均３３１．２人、

外来延べ患者数は１８万１，２６８人、１日平均７４６．０人となりました。 

イ 経理の状況としましては、収益的収支で、病院事業収益は前年度に比べ１８．

７％増の１５０億５，９７７万４，３３７円、病院事業費用は前年度に比べ１．５％

増の１３６億５，７５２万１，２８５円で、収支差引は１４億２２５万３，０５２

円の純利益となりました。 

２３ページをお願いします。 

２ 工事の（１）建設改良工事の概況としましては、電話交換機改修工事と井戸

掘削工事を実施しました。 

続きまして２４、２５ページをお願いします。 

３ 業務の（１）業務量は、診療科ごとの入院及び外来診療の患者数でございま

す。 

２７ページをお願いします。 

４ 会計の（２）企業債及び一時借入金の概況のア 企業債は、財務省から空中

歩廊設置工事の実施設計のために４８０万円を、また株式会社三菱ＵＦＪ銀行から
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医療機器等購入のために１億２７０万円を借り入れたものでございます。 

イ 一時借入金は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行から運転資金に充当するために９，

０００万円を借り入れ、前年度末残高とともに全額償還しております。 

（３）その他会計経理に関する重要事項のア 議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費につきましては、（ア）職員給与費、（イ）交際費ともに補正

予算額及び流用増減額はございません。 

２８ページをお願いいたします。 

５ 他会計負担金等の使途の特定でございます。 

２年度は、両市から合計２１億７，０００万円を繰り入れていただきましたが、

その内訳としまして、ア 収益的収入の一般会計負担金１２億２，２４３万円、一

般会計補助金４億４，３９５万円、退職手当相当額負担金１億３，４８０万円、ま

たイ 資本的収入の一般会計負担金３億６，７７７万円、一般会計補助金１０５万

円の５項目へ振り分けております。 

２９ページは、その他の書類で、３０ページをお願いいたします。キャッシュ・

フロー計算書でございます。 

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー、２ 投資活動によるキャッシュ・フロ

ー、３ 財務活動によるキャッシュ・フローの３つの合計は、下から３行目の資金

増加額４億５，５８８万３，１０６円で、その下、資金期首残高６，６６８万３，

１３１円を加えた、最下段、資金期末残高が５億２，２５６万６，２３７円となり、

１４ページの貸借対照表、２ 流動資産の（１）現金預金と合致するものでござい

ます。 

３１ページから３６ページまでは収益費用明細書、３８、３９ページは固定資産

明細書、４０、４１ページは企業債明細書を掲載しております。 

以上で補足説明を終わります。よろしく御審議いただき、御認定いただきますよ

うお願い申し上げます。 

議長（勝崎泰生） 

次に、代表監査委員から、決算審査の結果について御報告をお願いいたします。 

代表監査委員（小幡勇次） 

令和２年度西知多医療厚生組合一般会計、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事業

特別会計、健康増進施設事業特別会計、看護専門学校事業特別会計及び病院事業会
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計決算の審査結果につきまして、御報告を申し上げます。 

地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第２項及び地方公営企業

法第３０条第２項の規定により、組合管理者から審査に付されました決算につきま

して、藤井貴範委員とともに審査を実施いたしました。 

一般会計及び特別会計の審査の方法は、各会計の歳入歳出決算書、決算事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に基づき、その計数の正否を確

認するため、関係諸帳簿を審査するとともに予算の執行については、地方自治法第

２条第１４項及び地方財政法第４条の規定の本旨に沿って適正に実施されたかどう

かについて審査を実施いたしました。 

また、病院事業会計の審査の方法は経営内容を把握するため、その計数の分析を

行い、経済性の発揮及び公共性の確保を主眼として審査を実施いたしました。 

その結果につきましては、お手元に配付されております令和２年度西知多医療厚

生組合決算審査意見書のとおりでございます。 

以上、簡単ではございますが決算の審査結果の報告といたします。 

議長（勝崎泰生） 

  この際、暫時休憩といたします。３時５分から再開いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（休憩 午後２時５２分） 

（再開 午後３時０５分） 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（勝崎泰生） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより質疑に入ります。 

初めに、認定第１号「令和２年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定

について」の質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって認定第１号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第２号「令和２年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会歳
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入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

１２番（大村聡）   

２点、お願いします。 

１０ページ、１款１項２目１０節需用費、執行残の要因についてお伺いいたしま

す。同じく１４節工事請負費、執行残の要因とまた業務への影響はなかったのかお

伺いいたします。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

御質問の１点目、１０節需用費の執行残の要因についてでございますが、主な理

由として２点ございまして、１点目は消耗品費で、処理用薬剤として購入している

もののうち、平成３０年度から塩化第二鉄に代えて使用開始したポリ硫酸第二鉄の

使用する分量を調整した結果、注入量を２分の１にして水処理の水質基準に対応で

きたため、６万キログラムの購入予定から４万５，５３０キログラムの購入に抑え

られたこと、合わせて水酸化ナトリウムの注入量も減少し、８万キログラムの購入

予定から４万８，１４０キログラムの購入となったことによるものでございます。 

２点目は、燃料費が削減されたためでございまして、重油の単価を１リットル当

たり７０円と見込んでおりましたが、購入単価が３９円から５６円で推移したため

でございます。 

次に、２点目の工事請負費の執行残の要因と業務への影響についてでございます

が、２年度当初予算に計上した工事は、毎年実施する定期修繕工事３件、隔年、３

年ごとなど修繕計画に基づき実施する計画修繕工事１９件のほかに、突発的な機器

の故障に備えて計上したその他修繕工事でございます。 

２年度に実施した工事は、重油地下タンク液位計の故障による突発修繕工事１件

を除くと２１件で、当初予算に計上した工事は３年度に繰り越した放流口変更工事

１件を除いて全て実施しております。 

執行残の要因につきましては、１者しか対応できない工事６件を除く１６件の工

事が指名競争入札又は見積りによる競争を実施した結果、当初見積った予算よりも

低い額で落札されたため、執行残が生じております。 

また、定期修繕工事において機器の製造終了の情報を受け、後継機への更新を予

定しましたが、その後、製造メーカーから修繕用部品が令和８年度まで販売される

ことの正式な通知をいただいたことや、今年度に施設の精密機能検査及び維持補修
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計画書作成のための委託を行うこととなったことから、機器の更新を取りやめ部品

交換による修繕工事に設計変更したため、執行残額が多くなったことなどによるも

のです。そのため執行残額は多くなりましたが、し尿処理業務に影響が出ることは

ございません。 

以上でございます。 

議長（勝崎泰生） 

ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって認定第２号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第３号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計

歳入歳出決算認定について」質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって認定第３号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第４号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別

会計歳入歳出決算認定について」質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって認定第４号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第５号「令和２年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別

会計歳入歳出決算認定について」質疑の発言を許します。 

１２番（大村聡） 

３点、お願いします。 

１０ページ、１款１項１目１０節需用費、執行残の要因について、１２ページ、

１款１項２目１節報酬、執行残の要因、また授業への影響についてお伺いします。 

３点目に、コロナ禍におけるカリキュラムの履修、特に実習は必須だと思います

けども、単位習得への影響はなかったのか、お伺いします。 

庶務課長（中田昭夫） 

御質問の１点目、需用費の執行残の要因についてでございますが、主なものは燃
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料費と光熱水費が当初見込みから減少となったことでございます。燃料費は教員の

ガソリン代で、新型コロナウイルスの影響で実習が一部学内に振り替わったため、

不用額となりました。光熱水費は、空調機の稼働日が少なかったことにより不用額

となったものでございます。 

続きまして、御質問の２点目、報酬の執行残の要因について、また、授業への影

響についてでございますが、予算では実習での技術指導を行う会計年度任用職員４

人分を計上しておりましたが、６月までが１人、７月から２人、１１月から３人で

あったため減となりました。 

授業への影響は出ておりませんが、依然厳しい状況ではありますので、随時募集

活動を行って引き続き技術指導員の確保に努めてまいります。 

続きまして、御質問の３点目、コロナ禍におけるカリキュラムの履修、単位習得

への影響についてでございますが、授業ではＷｉ－Ｆｉ環境を整備してオンライン

授業を行い、さらに休講となったものは夏休みに行うなどの対応を取りました。 

また、実習につきましては、一部延期や学内実習に切り替えるなどの対応をした

ものもありますが、母体病院をはじめ実習施設の御理解と御協力により全ての実習

を行うことができ、単位習得への影響はありませんでした。 

以上でございます。 

１２番（大村聡） 

はい。ありがとうございます。 

議長（勝崎泰生） 

よろしいですか。 

１３番（夏目豊） 

１点、お願いします。 

令和２年度を含む過去５年間の国家試験合格率と、現役合格者の実績及び卒業生

の就職先についてお伺いします。 

庶務課長（中田昭夫） 

御質問の令和２年度を含む過去５年間の国家試験合格率についてでございますが、

現役の合格者数の実績につきましては、平成２８年度卒業生２９人、合格率１００％、

平成２９年度卒業生２５人、合格率９２．６％、平成３０年度卒業生２９人、合格

率９３．５％、令和元年度卒業生２５人、合格率９６．２％、令和２年度卒業生２
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７人、合格率１００％でございます。 

また、卒業生の就職先につきましては、平成２８年度卒業生は、公立西知多総合

病院２２人、実習の受入れや講師派遣をしていただいている関連病院４人、その他

の病院３人。平成２９年度卒業生は、公立西知多総合病院１３人、関連病院が５人、

その他の病院が７人。平成３０年度卒業生は、公立西知多総合病院が２１人、関連

病院が５人、その他の病院が３人。令和元年度卒業生は、公立西知多総合病院が１

５人、進学３人、関連病院が２人、その他の病院が５人。令和２年度卒業生は、公

立西知多総合病院が２１人、関連病院が２人、その他の病院が４人。 

以上でございます。 

１３番（夏目豊） 

ありがとうございました。よく分かりました。 

議長（勝崎泰生） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって認定第５号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第６号「令和２年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定

について」質疑の発言を許します。 

１２番（大村聡） 

３３ページ、１款２項７目その他医療外収益の内容についてお願いします。 

管理課長（永井智仁） 

御質問の件についてですが、主なものとしまして、東海市と保育士や介護施設に

勤務する職員等に対するＰＣＲ検査を契約し、その収入として２，００６件分、４，

４１３万２，０００円が最も多く、消費税の納税計算に伴う調整額が３６８万８，

６２０円、東海市消防や知多市消防と契約している救急業務措置指示料が１３２万

５，８５０円、公立西知多看護専門学校などに対する講師料が８５万４，１４０円、

賠償金保険収入が５０万円、医師住宅敷金精算が２９万３，５７４円、メンタルヘ

ルス関連助成金が２０万円、感染症サーベイランス調査謝礼が１５万９，６００円

などでございます。 

以上でございます。 
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議長（勝崎泰生） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

ないようですので、これをもって認定第６号の質疑を終結いたします。 

これより一括討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

議長（勝崎泰生） 

討論を終結いたします。 

これより採決をいたします。 

議長（勝崎泰生） 

日程第８ 認定第１号「令和２年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認

定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（勝崎泰生） 

日程第９ 認定第２号「令和２年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳

入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願いま

す。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（勝崎泰生） 

日程第１０、認定第３号「令和２年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計

歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願い

ます。 

（全員挙手） 
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議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（勝崎泰生） 

日程第１１、認定第４号「令和２年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別

会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（勝崎泰生） 

日程第１２、認定第５号「令和２年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別

会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（勝崎泰生） 

日程第１３、認定第６号「令和２年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定

について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

                                 

議長（勝崎泰生） 

続きまして、日程第１４、委員会提出議案第１号「西知多医療厚生組合議会会議

規則の一部改正について」を議題といたします。 
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提出者から提案理由の説明を願います。なお、発言は自席からお願いをいたしま

す。 

議会運営委員会委員長（川﨑一） 

議長の御指名がございましたので、ただいま上程されました委員会提出議案第１

号「西知多医療厚生組合議会会議規則の一部改正について」、御説明申し上げます。 

提案理由といたしましては、欠席又は遅刻に係る事由及び日数の明確化、請願書

の記載事項等の変更等をするため、改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、３枚目、別添参考資料の新旧対照表を御覧ください。 

第２条の改正は、欠席又は遅刻に係る事由及び日数の明確化で、第２条中「事故」

を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」

と改め、同条に第２項として「前項の規定にかかわらず、議員は、出産のため出席

できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）前の

日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら

かにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。」という条文を加えるもので

ございます。 

第７５条の改正は、請願書の記載事項等の変更等で、第１項中「、請願者の」を

「及び請願者の」に改め、「及び氏名（法人の場合には、その名称及び代表者の氏

名）」を削り、「押印」を「署名又は記名押印」に改め、同条中第４項を第５項と

し、第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に第２項として「前項

の規定にかかわらず、請願者が法人の場合には、請願書には邦文を用いて請願の趣

旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、法人の代表者が署名又は記

名押印をしなければならない。」という条文を加えるものでございます。 

附則は施行期日で、この規則は公布の日から施行するものでございます。 

議員各位の満場一致の御賛同をいただきますようお願いを申し上げ、提案理由の

説明とさせていただきます。 

議長（勝崎泰生） 

これより質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

質疑を終結いたします。 

討論に入ります。 
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（「なし」の声あり） 

討論を終結いたします。 

これより採決をいたします。委員会提出議案第１号「西知多医療厚生組合議会会

議規則の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手を願います。 

（ 全員挙手 ） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

議長（勝崎泰生） 

以上をもちまして、本日の定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたし

ました。 

ここで管理者から発言の申し出がありますので、この際これを許します。 

管理者（花田勝重） 

議長のお許しを得ましたので、第４回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶

を申し上げます。 

本日は、慎重に御審議をいただき、全て御議決を賜りましたことに厚くお礼を申

し上げます。今後とも、議員各位の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申

し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

議長（勝崎泰生） 

ありがとうございました。 

これをもちまして、令和３年第４回西知多医療厚生組合議会定例会を閉会いたし

ます。終始御協力、ありがとうございました。 

 

（１１月１６日 午後３時２０分 閉会） 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 令和３年１１月１６日 

 

 西知多医療厚生組合議会  議 長   勝 崎 泰 生 

 

              ４番署名議員   加 藤 菊 信 

 

              １１番署名議員   林   正 則 


